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湖面利用範囲

しもかわ珊瑠湖を利用する際は以下のルールを守りましょう

〇湖面利用の際はライフジャケットを着用しましょう。
〇しもかわ珊瑠湖の水は、水道水として利用されています。湖面でのエンジン付き動力船（モーターボー
ト、水上バイク等）は利用できません。
〇ゴミの不法投棄は犯罪です。ゴミは必ず持ち帰りましょう。
〇湖面の利用区域は図面に記された範囲です。特にダム管理施設付近は危険ですのでおおよそ５０ｍ以内
には近づかないでください。また、湖内には水面から見えない所でも立木（枯木）が多く水没しており、
船底に衝突する危険がありますので十分注意してください。
〇ダム堤体や橋の上での釣りは滑落や転落の恐れがあるので釣りや身を乗り出すような行為はご遠慮くだ
さい。
〇「車両・バイクの乗り入れ禁止」表示の場所は、一般の車両等の進入はご遠慮ください。
〇「関係者以外立入禁止」表示の場所には立ち入らないでください。
〇車止めから先への一般車両等の進入はご遠慮ください。
〇火気類の使用は、野火や山火事の原因となりますので原則として禁止しています。
〇他の利用者への迷惑行為や危険行為はしないでください。
〇施設を故意に汚したり壊したりしないでください。
〇しもかわ珊瑠湖をイベント等で利用する場合は許可が必要な場合がありますので、あらかじめ問い合わ
せてください。
〇野宿、BBQ等は、ヒグマ生息圏のため危険であることからやめましょう。

ヒグマの出没に注意しましょう
しもかわ珊瑠湖周辺はヒグマの生息圏になっています。
しもかわ珊瑠周辺で『ヒグマ出没注意』の看板が設置されている
場合は、その周辺でヒグマが発見されたことを利用者の皆さんに
注意喚起しているものですので、特に注意が必要です。
ヒグマに遭遇したり、痕跡を発見した場合は下川町役場や警察署
などに連絡しましょう。

下川駐在所 ℡4-2042 下川町産業振興課 ℡4-2511
名寄警察署 ℡01654-2-0110

しもかわ珊瑠湖周辺の森林への立ち入りに注意しましょう
しもかわ珊瑠湖周辺の森林は国有林や町有林のほか、民有林です。
山菜採りで立ち入る際はご注意ください。なお、国有林や町有林に
入る場合は、それぞれを管理する上川北部森林管理署や下川町役場
へ「入林届」の提出が必要です。

国有林：上川北部森林管理署 ℡4-2551
町有林：下川町産業振興課 ℡4-2511


